
 - 1 - 

国 地 契 第 8 6 号 

国 官 技 第 4 9 9 号 

国 営 管 第 5 0 6 号 

国 営 計 第 1 5 5 号 

国 港 総 第 7 4 3 号 

国 港 技 第 1 1 2 号 

令和２年３月 31 日  

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

東北        総 務 部 長 殿 

関東地 方 整 備 局 企 画 部 長 殿 

北陸        港湾空港部長 殿 

          営 繕 部 長 殿 

 

大臣官房       

地 方 課 長 

技 術 調 査 課 長 

官庁営繕部管理課長 

官庁営繕部計画課長 

港湾局        

総 務 課 長 

技 術 企 画 課 長 

（公印省略） 

 

「東日本大震災に伴う国の公共工事の前金払の特例について」の 

一部改正について 

 

 東日本大震災に係る復旧・復興事業の円滑かつ適正な施工の確保を図るた

め、被災地域における公共工事（「公共工事の前払金保証事業に関する法

律」（昭和 27年法律第 184号）第２条第１項に規定される公共工事注。以下同

じ。）の前金払の特例を設けることについては、「東日本大震災に伴う国の

公共工事の前金払の特例について」（平成 24 年３月 30 日付け国地契第 106

号、国官技第 371号、国営管第 539号、国営計第 121号、国港総第 759号、国

港技第 153号）により適切な運用を図るよう通知したところである。 

 今般、「土地等の買収代価並びに公共工事の代価の前金払及び中間前金払

について（通知）」（令和２年３月 30 日付け国官会第 27712 号）において財

務大臣との協議が成立した旨通知されたことを受けて、「東日本大震災に伴
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う国の公共工事の前金払の特例について」（平成 24年３月 30日付け国地契第

106 号、国官技第 371 号、国営管第 539 号、国営計第 121 号、国港総第 759

号、国港技第 153号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏な

きよう措置されたい。 

注）工事並びに設計・調査、測量及び機械類の製造をいう。 

 

記 

 

１．記１．中「平成 32 年３月 31 日まで」を「令和３年３月 31 日まで」に改

める。 

 

２．記２．中「第 34 条第１項」を「第 35 条第１項」に改める。 

 

３．記３．（１）中「第 34条第１項」を「第 35条第１項」に改める。 

 

４．記３．（２）中「第 34条第１項」を「第 35条第１項」に改める。 

 

５．記３．（３）中「第 31条第１項」を「第 32条第１項」に改める。 

 

６．記３．（４）中「第 34条第１項」を「第 35条第 1 項」に改める。 

 

 


